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【手続補正書】
【提出日】令和2年10月29日(2020.10.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３３３】
　本出願で与えられ、記載されている本発明の化合物の化学名の少なくとも一部は、市販
の化学物質命名ソフトウェアプログラムの使用によって自動的に作り出された可能性があ
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り、独立に確認されたものではない。この機能を実施する代表的なプログラムとしては、
Open Eye Software社によって販売されているLexichem命名ツール、及びMDL社によって販
売されているAutonom Softwareツールが挙げられる。表示された化学名と図示された構造
が異なる場合、図示された構造が優先する。
References
【化７】
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　本件出願は、以下の態様の発明を提供する。
（態様１）
　円形脱毛症、白斑、皮膚ループス、ループス腎炎、巨細胞動脈炎、サルコイドーシス、
及び/又はサルコイドーシス関連状態の予防及び/又は治療における使用のための、式I:
（化１）

による化合物、又はその医薬として許容し得る塩、又はその溶媒和物もしくは溶媒和物の
塩、又はその活性代謝産物。
（態様２）
　前記活性代謝産物が、式II:
（化２）

によるものである、態様1記載の使用のための化合物。
（態様３）
　前記式Iによる化合物が、医薬として許容し得る塩であり、該塩が、臭化水素酸、塩酸
、硫酸、トルエンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、シュウ酸、マレイン酸、ナフタレン
-2-スルホン酸、ナフタレン-1,5-ジスルホン酸、1-2-エタンジスルホン酸、メタンスルホ
ン酸、2-ヒドロキシエタンスルホン酸、リン酸、エタンスルホン酸、マロン酸、2-5-ジヒ
ドロキシ安息香酸、又はL-酒石酸から選択される塩形成剤と形成されたものである、態様
1記載の使用のための化合物。
（態様４）
　前記式Iによる化合物が、医薬として許容し得る塩であり、該塩が、マレイン酸と形成
されたものである、態様1記載の使用のための化合物。
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（態様５）
　さらなる治療薬剤と組み合わされた、態様1～4のいずれか1項記載の使用のための化合
物又はその医薬として許容し得る塩。
（態様６）
　態様1～4のいずれか1項記載の化合物又はその医薬として許容し得る塩、及び医薬とし
て許容し得る担体、賦形剤、又は希釈剤を含む、円形脱毛症、白斑、皮膚ループス、ルー
プス腎炎、巨細胞動脈炎、サルコイドーシス、及び/又はサルコイドーシス関連状態の予
防及び/又は治療における使用のための医薬組成物。
（態様７）
　さらなる治療薬剤を含む、態様6記載の使用のための医薬組成物。
（態様８）
　前記さらなる治療薬剤が、円形脱毛症の予防及び/又は治療のための薬剤である、態様5
記載の化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様7記載の使用のための医薬
組成物。
（態様９）
　円形脱毛症、白斑、皮膚ループス、ループス腎炎、巨細胞動脈炎、サルコイドーシス、
及び/又はサルコイドーシス関連状態に苦しむ個体における、態様1～4のいずれか1項記載
の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様6もしくは7記載の
医薬組成物。
（態様１０）
　前記化合物が、100mg b.i.dの用量で投与される、態様1～9のいずれか1項記載の使用の
ための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様１１）
　前記化合物が、200mg qdの用量で投与される、態様1～9のいずれか1項記載の使用のた
めの化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様１２）
　前記化合物が、少なくとも4、6、8、10、12、14、16、20、又は24週間の期間にわたっ
て投与される、態様1～11のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬とし
て許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様１３）
　前記化合物が、少なくとも12週間の期間にわたって投与される、態様1～11のいずれか1
項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様１４）
　重症度脱毛症ツール(SALT)スコアによって特徴づけられる円形脱毛症に苦しむ個体にお
ける、態様1～4のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し
得る塩、又は態様6もしくは7記載の医薬組成物。
（態様１５）
　少なくとも25％のSALTスコアによって特徴づけられる円形脱毛症に苦しむ個体における
、態様1～4のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る
塩、又は態様6もしくは7記載の医薬組成物。
（態様１６）
　少なくとも50％のSALTスコアによって特徴づけられる円形脱毛症に苦しむ個体における
、態様1～4のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る
塩、又は態様6もしくは7記載の医薬組成物。
（態様１７）
　少なくとも75％のSALTスコアによって特徴づけられる円形脱毛症に苦しむ個体における
、態様1～4のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る
塩、又は態様6もしくは7記載の医薬組成物。
（態様１８）
　治療前と比較して治療後で再成長改善が、少なくとも10％(SALT10)、20％(SALT20)、30
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％(SALT30)、40％(SALT40)、又は50％(SALT50)である、態様1～4のいずれか1項記載の使
用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様6もしくは7記載の医薬
組成物。
（態様１９）
　円形脱毛症の予防及び/又は治療のための方法であって:
a)個体のSALTスコアを、患者の左側、右側、頂部、及び後部の脱毛を評価して頭皮脱毛分
析を行うことによって測定する工程であって、該左側及び該右側がそれぞれ、全頭表面の
18％を占め、該頂部が、全頭表面の40％を占め、かつ該後部が、全頭表面の24％を占める
、前記工程;
b)各エリアに残っている毛髪のタイプを評価する工程(色素沈着/色素不沈着/確定不能)、
c)下記式によってSALTスコアを算出する工程:
d)SALTスコア＝(％左側)*0.18+(％右側)*0.18+(％頂部側)*0.40+(％後部側)*0.24;及び
e)該個体への投与のために、25mg～400mgの間で含まれる前記式Iによる化合物又はその医
薬として許容し得る塩の一日量を決定する工程
を含む、前記方法。
（態様２０）
　円形脱毛症に苦しむ個体における、態様1～4のいずれか1項記載の使用のための化合物
もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様6もしくは7記載の医薬組成物であって、
該使用が、
a)血液サンプルをアッセイする工程、
b)少なくとも1つの円形脱毛症関連バイオマーカーのレベルを測定する工程、
c)治療的有効量の該化合物又はその医薬として許容し得る塩を、該個体に投与する工程、
d)該円形脱毛症関連バイオマーカーの治療後レベルを測定して、治療前レベルと比較する
工程、及び
e)該個体に投与されるべき化合物又はその医薬として許容し得る塩の投薬量を調整する工
程であって、12週間後の該円形脱毛症関連バイオマーカーのレベルに2％未満の低減が検
出される場合に、該投薬量が、増量される、前記工程
を含む、前記化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は前記医薬組成物。
（態様２１）
　前記バイオマーカーが、IFNγである、態様20記載の使用のための化合物又はその医薬
として許容し得る塩。
（態様２２）
　前記バイオマーカーレベルが、治療前レベルと比較して少なくとも5％、少なくとも10
％、又は少なくとも15％低減される、態様20記載の使用のための化合物又はその医薬とし
て許容し得る塩。
（態様２３）
　前記IFNγが、12週間の治療後に治療前レベルと比較して少なくとも5％低減される、態
様20記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様２４）
　前記さらなる治療薬剤が、白斑の予防及び/又は治療のための薬剤である、態様5記載の
化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様7記載の使用のための医薬組成物
。
（態様２５）
　白斑に苦しむ個体における、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物もしく
はその医薬として許容し得る塩、又は態様6もしくは7記載の医薬組成物。
（態様２６）
　前記化合物が、100mg b.i.dの用量で投与される、態様1～7、24、又は25のいずれか1項
記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様２７）
　前記化合物が、200mg qdの用量で投与される、態様1～7、24、又は25のいずれか1項記
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載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様２８）
　前記化合物が、少なくとも4、6、8、10、12、14、16、20、又は24週間の期間にわたっ
て投与される、態様1～9、24、又は25のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくは
その医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様２９）
　前記化合物が、少なくとも12週間の期間にわたって投与される、態様1～9、24、又は25
のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医
薬組成物。
（態様３０）
　白斑活性重症度インデックス(VASI)スコアによって特徴づけられる白斑に苦しむ個体に
おける、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容
し得る塩、又は態様24もしくは25記載の医薬組成物。
（態様３１）
　少なくとも25％のVASIスコアによって特徴づけられる白斑に苦しむ個体における、態様
1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又
は態様24もしくは25記載の医薬組成物。
（態様３２）
　少なくとも50％のVASIスコアによって特徴づけられる白斑に苦しむ個体における、態様
1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又
は態様24もしくは25記載の医薬組成物。
（態様３３）
　少なくとも75％のVASIスコアによって特徴づけられる白斑に苦しむ個体における、態様
1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又
は態様24もしくは25記載の医薬組成物。
（態様３４）
　VASI改善が、治療前と比較して治療後で少なくとも10％、20％、30％、40％、又は50％
である、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容
し得る塩、又は態様24もしくは25記載の医薬組成物。
（態様３５）
　白斑の予防及び/又は治療のための方法であって:
a)手(手掌＋全ての指の掌側の表面)を単位として用いて、個体の手、上肢(手を除く)、体
幹、下肢(足を除く)、及び足の色素脱失を測定する工程、
b)以下の式によってVASIスコアを算出する工程:
   a.VASI=Σ体の全部位［手単位］x[残存色素脱失]
c)該個体への投与のために、25mg～400mgの間で含まれる前記式Iによる化合物又はその医
薬として許容し得る塩の一日量を決定する工程
を含む、前記方法。
（態様３６）
　白斑に苦しむ個体における、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物もしく
はその医薬として許容し得る塩、又は態様24もしくは25記載の医薬組成物であって、該使
用が:
a)血液サンプルをアッセイする工程、
b)少なくとも1つの白斑関連バイオマーカーのレベルを測定する工程、
c)治療的有効量の該化合物又はその医薬として許容し得る塩を、該個体に投与する工程、
d)該白斑関連バイオマーカーの治療後レベルを測定して、治療前レベルと比較する工程、
及び
e)該個体に投与されるべき該化合物又はその医薬として許容し得る塩の投薬量を調整する
工程であって、12週間後の該白斑関連バイオマーカーのレベルに2％未満の低減が検出さ
れる場合に、該投薬量が、増量される、前記工程
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を含む、前記化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様３７）
　前記バイオマーカーが、IFNγである、態様36記載の使用のための化合物又はその医薬
として許容し得る塩。
（態様３８）
　前記バイオマーカーレベルが、治療前レベルと比較して少なくとも5％、少なくとも10
％、又は少なくとも15％低減される、態様36記載の使用のための化合物又はその医薬とし
て許容し得る塩。
（態様３９）
　前記IFNγが、12週間の治療後に治療前レベルと比較して少なくとも5％低減される、態
様36記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様４０）
　前記式Iによる化合物又はその医薬として許容し得る塩、及び医薬として許容し得る担
体、賦形剤、又は希釈剤を含む、皮膚ループスの予防及び/又は治療における使用のため
の医薬組成物。
（態様４１）
　さらなる治療薬剤を含む、態様40記載の使用のための医薬組成物。
（態様４２）
　皮膚ループスに苦しむ個体における、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合
物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様40もしくは41記載の使用のための医薬
組成物。
（態様４３）
　ヒトにおいて皮膚ループスを治療する方法であって、皮膚ループスに苦しむ個体に、治
療的有効量の態様1～4のいずれか1項記載の化合物、又はその医薬として許容し得る塩も
しくは溶媒和物を投与することを含む、前記方法。
（態様４４）
　少なくとも1つのさらなる治療薬剤を投与することを含む、態様43記載の方法。
（態様４５）
　前記さらなる治療薬剤が、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤、アンジオテンシン
受容体拮抗薬(ARB)、抗マラリア薬、スタチン、シクロホスファミド、アザチオプリン、6
-メルカプトプリン、アバタセプト、リツキシマブ、ベリムマブ、シクロスポリン、及び
他のカルシニューリン阻害剤から選択される、態様5記載の使用のための化合物もしくは
その医薬として許容し得る塩、又は態様41記載の使用のための医薬組成物、又は態様44記
載の方法。
（態様４６）
　前記皮膚ループスが、慢性皮膚エリテマトーデス、亜急性皮膚エリテマトーデス、円板
状エリテマトーデス、急性皮膚エリテマトーデス、及び薬剤誘発性エリテマトーデスから
なる群から選択される、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその
医薬として許容し得る塩、又は態様40もしくは42記載の使用のための医薬組成物、又は態
様43記載の方法。
（態様４７）
　前記化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物の投与が、バイオマ
ーカーの検出可能な変化をもたらす、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物
もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様40又は41記載の使用のための医薬組成物
。
（態様４８）
　皮膚ループスに苦しむ個体における、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合
物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様40もしくは41記載の医薬組成物であっ
て、該使用が、
a)血液サンプルをアッセイする工程、
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b)少なくとも1つの皮膚ループス関連バイオマーカーのレベルを測定する工程、
c)治療的有効量の該化合物又はその医薬として許容し得る塩を、該個体に投与する工程、
d)該皮膚ループス関連バイオマーカーの治療後レベルを測定して、治療前レベルと比較す
る工程、及び
e)該個体に投与されるべき該化合物又はその医薬として許容し得る塩の投薬量を調整する
工程であって、12週間後の該皮膚ループス関連バイオマーカーのレベルに2％未満の低減
が検出される場合に、該投薬量が、増量される、前記工程
を含む、前記化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様４９）
　前記バイオマーカーが、IL-6及び補体成分からなる群から選択される、態様47又は48記
載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様５０）
　前記バイオマーカーが、IL6である、態様47又は48記載の使用のための化合物もしくは
その医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様５１）
　前記バイオマーカーレベルが、治療前レベルと比較して少なくとも5％、少なくとも10
％、少なくとも15％、少なくとも20％、少なくとも30％、少なくとも40％、少なくとも50
％、少なくとも60％、少なくとも70％、少なくとも80％、少なくとも90％低減される、態
様47又は48記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組
成物。
（態様５２）
　皮膚エリテマトーデス疾患エリア及び重症度インデックス(CLASI)によって特徴づけら
れる皮膚ループスに苦しむ個体における、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化
合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様40もしくは41記載の使用のための医
薬組成物、又は態様43もしくは44記載の方法。
（態様５３）
　前記化合物が、100mg b.i.dの用量で投与される、態様1～5のいずれか1項記載の使用の
ための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様40もしくは41記載の使用の
ための医薬組成物、又は態様43もしくは44記載の方法。
（態様５４）
　前記化合物が、200mg qdの用量で投与される、態様1～5のいずれか1項記載の使用のた
めの化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様40もしくは41記載の使用のた
めの医薬組成物、又は態様43もしくは44記載の方法。
（態様５５）
　前記化合物が、少なくとも6ヶ月の期間にわたって投与される、態様1～5のいずれか1項
記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様40もしくは41
記載の使用のための医薬組成物、又は態様43もしくは44記載の方法。
（態様５６）
　前記式Iによる化合物又はその医薬として許容し得る塩、及び医薬として許容し得る担
体、賦形剤、又は希釈剤を含む、ループス腎炎の予防及び/又は治療における使用のため
の医薬組成物。
（態様５７）
　さらなる治療薬剤を含む、態様56記載の使用のための医薬組成物。
（態様５８）
　ループス腎炎に苦しむ個体における、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合
物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様56もしくは57記載の使用のための医薬
組成物。
（態様５９）
　ヒトにおいてループス腎炎を治療する方法であって、ループス腎炎の患者に、治療的有
効量の態様1～6のいずれか1項記載の化合物、又はその医薬として許容し得る塩もしくは
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溶媒和物を投与することを含む、前記方法。
（態様６０）
　前記ループス腎炎が、膜性ループス腎炎である、態様1～5のいずれか1項記載の使用の
ための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様56もしくは57記載の使用の
ための医薬組成物、又は態様59記載の方法。
（態様６１）
　さらなる治療薬剤を投与することを含む、態様59記載の方法。
（態様６２）
　さらなる治療薬剤が、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤、アンジオテンシン受容
体拮抗薬(ARB)、抗マラリア薬、スタチン、シクロホスファミド、アザチオプリン、6-メ
ルカプトプリン、アバタセプト、リツキシマブ、ベリムマブ、シクロスポリン、及び他の
カルシニューリン阻害剤から選択される、態様5記載の使用のための化合物もしくはその
医薬として許容し得る塩、又は態様57記載の使用のための医薬組成物、又は態様61記載の
方法。
（態様６３）
　前記化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物の投与が、バイオマ
ーカーの検出可能な変化をもたらす、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物
もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様56もしくは57記載の使用のための医薬組
成物。
（態様６４）
　ループス腎炎に苦しむ個体においてループス腎炎を治療する方法であって、
a)血液サンプルをアッセイする工程、
b)少なくとも1つのループス腎炎関連バイオマーカーのレベルを測定する工程、
c)治療的有効量の該化合物又はその医薬として許容し得る塩を、該個体に投与する工程、
d)該ループス腎炎関連バイオマーカーの治療後レベルを測定して、治療前レベルと比較す
る工程、及び
e)該個体に投与されるべき該化合物又はその医薬として許容し得る塩の投薬量を調整する
工程であって、12週間後の該ループス腎炎関連バイオマーカーのレベルに2％未満の低減
が検出される場合に、該投薬量が、増量される、前記工程
を含む、前記方法。
（態様６５）
　前記バイオマーカーが、IL-6、IL-10、IFNγ、及びTGFβからなる群から選択される、
態様63記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、もしくは医薬組
成物、又は態様64記載の方法。
（態様６６）
　前記バイオマーカーが、IL6である、態様63記載の使用のための化合物もしくはその医
薬として許容し得る塩、もしくは医薬組成物、又は態様64記載の方法。
（態様６７）
　前記バイオマーカーレベルが、治療前レベルと比較して少なくとも5％、少なくとも10
％、少なくとも15％、少なくとも20％、少なくとも30％、少なくとも40％、少なくとも50
％、少なくとも60％、少なくとも70％、少なくとも80％、少なくとも90％低減される、態
様63記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、もしくは医薬組成
物、又は態様64記載の方法。
（態様６８）
　前記化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は前記医薬組成物の投与が、対象
における蛋白尿症を減少させる、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物もし
くはその医薬として許容し得る塩、又は態様56もしくは57記載の使用のための医薬組成物
、又は態様59もしくは61記載の方法。
（態様６９）
　蛋白尿症の減少が、24時間尿蛋白、24時間蛋白/クレアチニン比、スポット蛋白/クレア
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チニン比、24時間尿アルブミン、24時間アルブミン/クレアチニン比、スポットアルブミ
ン/クレアチニン比によってか、又は尿試験紙によって測定される、態様68記載の化合物
もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物、又は方法。
（態様７０）
　前記化合物又はその医薬として許容し得る塩の定期的な投与が、対象の蛋白/クレアチ
ニン比を減少させる、態様68記載の化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医
薬組成物、又は方法。
（態様７１）
　前記対象の蛋白/クレアチニン比が、ベースラインと比べて、少なくとも50％減少する
、態様70記載の化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物、又は方法
。
（態様７２）
　前記化合物が、100mg b.i.dの用量で投与される、態様1～5のいずれか1項記載の使用の
ための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様56もしくは57記載の使用の
ための医薬組成物、又は態様59もしくは61記載の方法。
（態様７３）
　前記化合物が、200mg qdの用量で投与される、態様1～5のいずれか1項記載の使用のた
めの化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様56もしくは57記載の使用のた
めの医薬組成物、又は態様59もしくは61記載の方法。
（態様７４）
　前記化合物が、少なくとも6ヶ月の期間にわたって投与される、態様72又は73記載の化
合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物、又は方法。
（態様７５）
　前記式Iによる化合物又はその医薬として許容し得る塩、及び医薬として許容し得る担
体、賦形剤、又は希釈剤を含む、サルコイドーシスの予防及び/又は治療における使用の
ための医薬組成物。
（態様７６）
　さらなる治療薬剤を含む、態様75記載の使用のための医薬組成物。
（態様７７）
　サルコイドーシスに苦しむ個体における、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための
化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様75もしくは76記載の使用のための
医薬組成物。
（態様７８）
　ヒトにおいてサルコイドーシスを治療する方法であって、サルコイドーシスの患者に、
治療的有効量の態様1～5のいずれか1項記載の化合物、又はその医薬として許容し得る塩
もしくは溶媒和物を投与することを含む、前記方法。
（態様７９）
　さらなる治療薬剤の投与をさらに含む、態様78記載の方法。
（態様８０）
　前記さらなる治療薬剤が、抗炎症剤、ステロイド、免疫抑制性化合物、及び抗生物質か
ら選択される、態様79記載の方法。
（態様８１）
　前記さらなる治療薬剤が、コルチコステロイド、プレドニゾン、メトトレキサート、ア
ザチオプリン、ヒドロキシクロロキン、シクロホスファミド、ミノサイクリン、ドキシサ
イクリン、クロロキン、インフリキシマブ、ペニシリン系抗生物質、セファロスポリン系
抗生物質、マクロライド系抗生物質、リンコマイシン系抗生物質、及びテトラサイクリン
系抗生物質から選択される、態様79記載の方法。
（態様８２）
　前記サルコイドーシスが、心サルコイドーシス、皮膚サルコイドーシス、肝サルコイド
ーシス、肺サルコイドーシス、神経サルコイドーシス、レフグレン症候群、及び慢性皮膚
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サルコイドーシスからなる群から選択される、態様1～5又は75～81のいずれか1項記載の
化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、医薬組成物、又は方法。
（態様８３）
　前記サルコイドーシスが、皮膚サルコイドーシスである、態様1～5又は75～81のいずれ
か1項記載の化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、医薬組成物、又は方法。
（態様８４）
　前記サルコイドーシスが、レフグレン症候群である、態様1～5又は75～81のいずれか1
項記載の化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、医薬組成物、又は方法。
（態様８５）
　前記サルコイドーシスが、神経サルコイドーシスである、態様1～5又は75～81のいずれ
か1項記載の化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、医薬組成物、又は方法。
（態様８６）
　前記サルコイドーシスが、心サルコイドーシスである、態様1～5又は75～81のいずれか
1項記載の化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、医薬組成物、又は方法。
（態様８７）
　前記サルコイドーシスが、肺サルコイドーシスである、態様1～5又は75～81のいずれか
1項記載の化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、医薬組成物、又は方法。
（態様８８）
　前記サルコイドーシスが、肺サルコイドーシスによって引き起こされる肺線維症である
、態様1～5又は75～81のいずれか1項記載の化合物もしくはその医薬として許容し得る塩
、医薬組成物、又は方法。
（態様８９）
　前記化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物の投与が、バイオマ
ーカーの検出可能な変化をもたらす、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物
もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様75もしくは77記載の使用のための医薬組
成物、又は態様78もしくは79記載の方法。
（態様９０）
　サルコイドーシスに苦しむ個体においてサルコイドーシスを治療する方法であって、
a)血液サンプルをアッセイする工程、
b)少なくとも1つのサルコイドーシス及び/又はサルコイドーシス関連状態関連バイオマー
カーのレベルを測定する工程、
c)治療的有効量の該化合物又はその医薬として許容し得る塩を、該個体に投与する工程、
d)該サルコイドーシス及び/又はサルコイドーシス関連状態関連バイオマーカーの治療後
レベルを測定して、治療前レベルと比較する工程、及び
e)該個体に投与されるべき化合物又はその医薬として許容し得る塩の投薬量を調整する工
程であって、12週間後の該サルコイドーシス及び/又はサルコイドーシス関連状態関連バ
イオマーカーのレベルに2％未満の低減が検出される場合に、該投薬量が、増量される、
前記工程、
を含む、前記方法。
（態様９１）
　前記バイオマーカーが、CXCL9又はCXCL10である、態様89記載の使用のための化合物も
しくはその医薬として許容し得る塩、もしくは医薬組成物、又は態様90記載の方法。
（態様９２）
　前記バイオマーカーが、CXCL10である、態様89記載の使用のための化合物もしくはその
医薬として許容し得る塩、もしくは医薬組成物、又は態様90記載の方法。
（態様９３）
　前記バイオマーカーレベルが、治療前レベルと比較して少なくとも5％、少なくとも10
％、少なくとも15％、少なくとも20％、少なくとも30％、少なくとも40％、少なくとも50
％、少なくとも60％、少なくとも70％、少なくとも80％、少なくとも90％低減される、態
様89記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、もしくは医薬組成
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物、又は態様90記載の方法。
（態様９４）
　前記化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は前記医薬組成物の投与が、前記
サルコイドーシスの1つ以上の症状の検出可能な改善をもたらす、態様1～5のいずれか1項
記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様75もしくは77
記載の使用のための医薬組成物、又は態様78もしくは79記載の方法。
（態様９５）
　前記症状が、肉芽腫の形成、疲労、体重減少、発熱、痛み、疼痛、関節炎、ドライアイ
、膝の腫脹、霧視、息切れ、咳、及び皮膚病変のうちの1つ以上である、態様94記載の化
合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物、又は方法。
（態様９６）
　前記化合物が、100mg b.i.dの用量で投与される、態様1～5のいずれか1項記載の使用の
ための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様75もしくは77記載の使用の
ための医薬組成物、又は態様78もしくは79記載の方法。
（態様９７）
　前記化合物が、200mg qdの用量で投与される、態様1～5のいずれか1項記載の使用のた
めの化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様75もしくは77記載の使用のた
めの医薬組成物、又は態様78もしくは79記載の方法。
（態様９８）
　前記化合物が、少なくとも6ヶ月の期間にわたって投与される、態様97記載の化合物も
しくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物、又は方法。
（態様９９）
　前記式Iによる化合物又はその医薬として許容し得る塩、及び医薬として許容し得る担
体、賦形剤、又は希釈剤を含む、巨細胞動脈炎の予防及び/又は治療における使用のため
の医薬組成物。
（態様１００）
　さらなる治療薬剤を含む、態様99記載の使用のための医薬組成物。
（態様１０１）
　前記さらなる治療薬剤が、巨細胞動脈炎の予防及び/又は治療のための薬剤である、態
様5記載の化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様100記載の使用のための
医薬組成物。
（態様１０２）
　巨細胞動脈炎に苦しむ個体における、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合
物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は態様99もしくは100記載の医薬組成物。
（態様１０３）
　3mg/L超のCRPレベルによって特徴づけられる巨細胞動脈炎に苦しむ個体における、態様
1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又
は態様99もしくは100記載の医薬組成物。
（態様１０４）
　30mm/h超の赤血球沈降速度によって特徴づけられる巨細胞動脈炎に苦しむ個体における
、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る
塩、又は態様99もしくは100記載の医薬組成物。
（態様１０５）
　前記化合物が、100mg b.i.dの用量で投与される、態様1～5のいずれか1項記載の使用の
ための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、もしくは医薬組成物、又は態様99も
しくは100記載の医薬組成物。
（態様１０６）
　前記化合物が、200mg qdの用量で投与される、態様1～5のいずれか1項記載の使用のた
めの化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、もしくは医薬組成物、又は態様99もし
くは100記載の医薬組成物。
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（態様１０７）
　前記化合物が、少なくとも4、6、8、10、12、14、16、20、又は24週間の期間にわたっ
て投与される、態様1～5のいずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬とし
て許容し得る塩、もしくは医薬組成物、又は態様99もしくは100記載の医薬組成物。
（態様１０８）
　前記化合物が、少なくとも12週間の期間にわたって投与される、態様1～5のいずれか1
項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、もしくは医薬組成物
、又は態様99もしくは100記載の医薬組成物。
（態様１０９）
　巨細胞動脈炎の予防及び/又は治療のための方法であって、
a)個体のESRを測定する工程、
b)個体のCRPレベルを測定する工程、
c)該ESR及び/又はCRPレベルを正常値と比較する工程、
d)該個体への投与のために、25mg～400mgの間で含まれる前記式Iによる化合物又はその医
薬として許容し得る塩の一日量を決定する工程
を含む、前記方法。
（態様１１０）
　巨細胞動脈炎に苦しむ個体における、態様1～5記載の使用のための化合物もしくはその
医薬として許容し得る塩、又は態様99もしくは100記載の医薬組成物であって、
該使用が、
a)血液サンプルをアッセイする工程、
b)少なくとも1つの巨細胞動脈炎関連バイオマーカーのレベルを測定する工程、
c)治療的有効量の該化合物又はその医薬として許容し得る塩を、該個体に投与する工程、
d)該巨細胞動脈炎関連バイオマーカーの治療後レベルを測定して、治療前レベルと比較す
る工程、及び
e)該個体に投与されるべき該化合物又はその医薬として許容し得る塩の投薬量を調整する
工程であって、12週間後の該巨細胞動脈炎関連バイオマーカーのレベルに2％未満の低減
が検出される場合に、該投薬量が、増量される、前記工程
を含む、前記化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様１１１）
　前記バイオマーカーが、IL6である、態様110記載の使用のための化合物もしくはその医
薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様１１２）
　前記バイオマーカーが、IL1である、態様110記載の使用のための化合物もしくはその医
薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様１１３）
　前記バイオマーカーが、GM-CSFである、態様110記載の使用のための化合物もしくはそ
の医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様１１４）
　前記バイオマーカーレベルが、治療前レベルと比較して少なくとも5％、少なくとも10
％、少なくとも15％低減される、態様109～113のいずれか1項記載の使用のための化合物
もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬組成物。
（態様１１５）
　前記バイオマーカーレベルが、12週間後に少なくとも5％低減される、態様109～113の
いずれか1項記載の使用のための化合物もしくはその医薬として許容し得る塩、又は医薬
組成物。
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